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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者、特に体肢の骨断片（６２、６２’）の外部固定のための装置（１）であって、
　患者の体外に配置でき、つなぎ合わされる複数の結合要素（２、２’）から成る支持体
（１１）を有し、
　該支持体（１１）には、少なくとも２つの経皮的に配置されるピン（４）が、該ピンの
先端（４２）によって固定されると共に、該ピンの空間的位置内で互いに対して固定され
ることができ、前記ピンは、患者の骨組織（６１）中に該ピンの基端（４１）にて固定さ
れ、
　複数の結合要素（２）が中央張力要素（３）上でつなぎ合わされ、２つの隣り合う前記
結合要素（２、２’）がいずれの場合にも球状キャップ（２１）と結合ソケット（２２）
とを有するボールジョイントを共に形成し、張力が前記中央張力要素（３）に対して加え
られるときに、個々のボールジョイント、ひいては前記支持体（１１）を、圧力嵌めによ
って、好ましくは摩擦係合によって可逆的に固定することができる、装置（１）において
、
　前記結合要素（２、２’）は、張力が前記中央張力要素（３）に対して加えられるとき
に圧力嵌めによって、好ましくは締め付けおよび／または摩擦係合によって前記ピン（４
）を前記支持体（１１）に固定できるように形成され
　前記支持体（１１）の第１の結合要素（２）が球状キャップ（２１）を有し、隣接の第
２の結合要素（２’）が結合ソケット（２２）および受け溝（２３）を有し、前記球状キ
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ャップ（２１）および前記結合ソケット（２２）が共にボールジョイントを形成し、かか
る場合、張力が前記中央張力要素（３）に対して加えられるときに、前記受け溝（２３）
と前記球状キャップ（２１）との間にフォームフィットおよび圧力嵌めによってピン（４
）を固定することができ、または、
　前記支持体の第１の結合要素が球状キャップおよび受け溝を有し、隣接の第２の結合要
素が結合ソケットを有し、前記球状キャップおよび前記結合ソケットが共にボールジョイ
ントを形成し、かかる場合、張力が中央張力要素（３）に対して加えられるときに、前記
受け溝と前記結合ソケットとの間にフォームフィットおよび圧力嵌めによってピン（４）
を固定することができ、または、
　前記結合要素（２）が２つの回動可能に接続される部品（２ａ、２ｂ）から成り、その
うちの第１の部品（２ａ）は、隣接の第１の結合要素（２）の結合ソケット（２２）と協
働する球状キャップ（２１）を有し、そのうちの第２の部品（２ｂ）は、隣接の第２の結
合要素（２）の球状キャップ（２１）と協働する結合ソケット（２２）を有し、かかる場
合、張力が中央張力要素（３）に対して加えられるときに、前記２つの部品（２ａ、２ｂ
）の互いに対向する内側に配置された２つの平行な受け溝の間にフォームフィットおよび
圧力嵌めによってピン（４）を固定することができることを特徴とする、装置。
【請求項２】
　前記張力要素（３）の最大曲げ角を制限する少なくとも１つの偏向要素（２５）が、個
々の結合要素（２、２’）の長手方向通路（２４）内に配置され、前記長手方向通路（２
４）を通って前記中央張力要素（３）が延びていることを特徴とする、請求項１に記載の
装置。
【請求項３】
　第１の結合要素（２）の結合ソケット（２２）内にスタッド（２５１）が配置され、前
記スタッドは、隣接の第２の結合要素（２）の前記結合ソケット（２２）および前記球状
キャップ（２１）により形成されるボールジョイントの回動可能性を制限し、該制限は、
前記第２の結合要素（２）の前記長手方向通路（２４）を前記球状キャップ（２１）に配
置される上側開口（２４１）内に突出させることにより行なわれることを特徴とする、請
求項１～２のいずれか一項に記載の装置。
【請求項４】
　前記結合要素（２、２’）は、金属、繊維強化高分子材料、または、適切なプラスチッ
クにより形成されることを特徴とする、請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記中央張力要素（３）は、束、特に、ワイヤ束、炭素繊維束、もしくは、他の適切な
プラスチック材料の束、または、前記材料の組み合わせの束であることを特徴とする、請
求項１～４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　バネ要素（５２）が前記中央張力要素（３）に接続され、前記バネ要素によって張力を
前記中央張力要素（３）に対して加えることができることを特徴とする、請求項１～５の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　張力付与装置（５）によって前記中央張力要素（３）に作用する張力を生み出すことが
できることを特徴とする、請求項１～６のいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記張力付与装置（５）が当該装置（１）の前記支持体（１１）の一端に配置されるこ
とを特徴とする、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記張力付与装置（５）は取り外すことができることを特徴とする、請求項７に記載の
装置。
【請求項１０】
　前記結合要素と第２の結合要素とが当該装置の中央張力要素（３）上でつなぎ合わされ
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るとき、前記第２の結合要素の球状キャップと共にボールジョイントを形成するのに適し
た結合ソケット（２２）を用いて患者の骨折した骨（６２、６２’）を外部から固定する
ため、請求項１に記載の装置（１）の結合要素（２’）において、
　ピン（４）を受けるための少なくとも１つの受け溝（２３）を備え、
　前記ピン（４）を受けるための少なくとも１つの前記受け溝（２３）は、該受け溝（２
３）と前記結合要素（２’）に隣接する第２の結合要素（２）の球状キャップ（２１）と
の間で前記ピン（４）を締め付けおよび／または摩擦係合によって固定できるように配置
され、または、
　前記結合要素は、２つの平行な受け溝を備えた２つの回動可能に配置される部品（２ａ
、２ｂ）から成り、これらの受け溝は、これらの部品（２ａ、２ｂ）の互いに対向する内
側に配置され、前記ピン（４）は、これらの部品間に前記ピン（４）をフォームフィット
および圧力嵌め（２３、２３’）により配置できることを特徴とする、結合要素。
【請求項１１】
　前記結合ソケット（２２）と対向して配置される球状キャップ（２１）を備えることを
特徴とする、請求項１０に記載の結合要素。
【請求項１２】
　前記結合ソケット（２２）と対向して配置される第２の結合ソケット（２２’）を備え
ることを特徴とする、請求項１０に記載の結合要素。
【請求項１３】
　前記球状キャップ（２１）と前記結合ソケット（２２）との間で延びる長手方向通路（
２４）を備え、
　前記長手方向通路（２４）の上側開口（２４１）が前記球状キャップ（２１）にあり、
前記長手方向通路（２４）の下側開口（２４２）が前記結合ソケット（２２）にあること
を特徴とする、請求項１０～１１のいずれか一項に記載の結合要素。
【請求項１４】
　前記長手方向通路（２４）に配置される偏向要素（２５）を備え、
　前記偏向要素によって、前記長手方向通路（２４）を通じて延びる前記張力要素（３）
の最大曲げ半径を制限できることを特徴とする、請求項１０～１３のいずれか一項に記載
の結合要素。
【請求項１５】
　前記結合ソケット（２２）にスタッド（２５１）が配置されることを特徴とする、請求
項１０～１４のいずれか一項に記載の結合要素。
【請求項１６】
　繊維強化高分子材料または他の適切なプラスチック、または金属から形成されることを
特徴とする、請求項１０～１５のいずれか一項に記載の結合要素。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、独立請求項の前文に係る、骨折の外部固定のための装置、このような装置の
ための結合要素、および、骨折の固定のための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　創外固定器は、患者の骨折の外部固定のために体外に取り付けられてピンと呼ばれるネ
ジ付き金属ロッドを介して骨に固定され、一般に、軟組織損傷を伴う開放骨折時に、また
は多発損傷の場合に使用される装置である。多発損傷を伴う患者に対する緊急手術では、
しばしば、患者の命を危険に晒さないように、他の命にかかわる負傷が処置されるまで四
肢、例えば上肢または下肢の骨折の最終的な処置を遅らせることが必要である。骨折の最
初の整復後、外側フレーム創外固定器を使用して骨折が一時的に安定化される。開放骨折
の場合には、創外固定器を用いて骨折を安定化させることが必要な場合もある。これは、
プレート、ネジ、または、釘を用いた骨折の最終的な主要処置が術後感染の危険を高める
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からである。開放骨折の場合には清潔な創傷部が得られた後、あるいは、多発損傷を伴う
患者の場合には安定した状態が達成された後、創外固定器のその後の除去およびプレート
およびネジまたは釘を用いた骨の最終的な安定化が行なわれる。
【０００３】
　ピン固定器と呼ばれるものでは、例えばＳｃｈａｎｚネジまたはＳｔｅｉｎｍａｎｎ釘
が骨組織に固定される。このようなピンは、一般に、標準的な寸法を有するスチールピン
である。骨折が整復された後、しばしば相互接続バーまたはチューブから成る硬質な外側
フレームを使用してピンが互いに接続固定される。別の形態は、ピンが無い固定器、リン
グまたはハロ固定器、および、ハイブリッド固定器と称される複合装置である。
【０００４】
　度合いの高い開放骨折（３°ｂまたは３°ｃ）を負った患者が事故・緊急設備に入れら
れるときには、この骨折がプレートまたは釘を用いて直接に安定化されてはならない。そ
の代わり、これらの場合には創外固定器が最初に取り付けられ、その後、数日経って処置
方法が変えられる。創外固定器が取り外されて、例えばプレートまたは釘によって最終的
な骨接合術が行なわれる。創外固定器の取り付けは、既知のモデルでは多くの場合に非常
に時間がかかる。これは、一般に骨折が整復された後に多くのネジを締結しなければなら
ないからであり、また、位置が満足できない場合には、補正できるようにそれらのネジを
再び外した後に新たに締結しなければならないからである。幾つかの位置補正が必要とさ
れる場合には、この手続きが非常に長い時間を要する可能性がある。程度の高い開放骨折
を伴って緊急事態で入院する患者は、多くの場合、例えば胸や腹に付加的な外傷を伴う重
傷を負っているため、患者を出来る限り早く集中治療設備へ移動できるようにするために
、骨折の初期処置を可能な限り迅速に完了しなければならない。前述した理由により、こ
れは、先の固定器システムを用いて行なうことができない。幾つかの形態の創外固定器も
骨折断片の解剖学的な調整を困難にする。これは、４つ以上の骨ピンを直線上に方向付け
なければならず、ピン位置に起因して方向付けが困難または不可能となる可能性があるか
らである。また、バーおよびチューブを有する既知の固定器システムの構造はしばしば大
型であり嵩張る。
【０００５】
　創外固定器を特定の骨折状況にうまく適合させることができるように形成される多くの
固定器システムが開発されてきた。
【０００６】
　独国特許第１０１２５７４２号は、貫通開口を備える一連の異なる個々のモジュールが
張力付与ケーブルに引き寄せられる創外固定器を開示する。様々なタイプの個々のモジュ
ールは異なる長さおよび／または接触角を有する。また、骨ピンおよび保持バーのための
特別なコネクタ要素が設けられる。一方側の接触面には、個々の要素がそれぞれ４つのス
タッドを有し、また、反対側では、これらの要素が４つの凹部を有し、それにより、２つ
の連続する個々のモジュールを互いに対して４つの異なる回転角をもってフォームフィッ
ト（ｆｏｒｍ　ｆｉｔ：ぴったりと形が合う状態でのフィッテング）により配置すること
ができる。固定器が調整された後、張力付与ケーブルにテンションがかけられる。この場
合も、個々のモジュールは、張力付与ケーブルの方向で圧力嵌めにより互いに接続される
。該創外固定器は、解剖学的な状況に対して比較的大雑把にしか適合できない。また、要
素が張力付与ケーブル上でつなぎ合わされた後では、ピンの位置の微調整をもはや行なう
ことができない。また、固定器が組み付けられた後においてのみ骨ネジが骨にねじ込まれ
るようになっている。
【０００７】
　米国特許第５９４４７１９号は、張力付与ケーブルを用いて一連のボールジョイントお
よびスリーブにテンションがかけられ、ボールジョイントおよびスリーブが硬直化される
創外固定器を開示する。複数のスリーブ要素は回動可能なピン保持装置を有しており、該
ピン保持装置を用いて、骨組織に取り付けられるピンを創外固定器に固定することができ
る。この目的のため、ナットを介してピンの先端をピン保持装置に接続しなければならな
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い。したがって、骨からの固定器の距離は、ピンの長さによって予め規定され、このため
、短くしかできない。ボールジョイントのおかげで固定器が移動可能であり、その形状を
解剖学的状況に正確に適合させることができる。しかしながら、固定器上の保持装置の位
置が予め規定されるため、または、それに対応して固定器が組み立て時に準備されなけれ
ばならないため、該装置は、計画した手術に特に適するが、時間的制約下で初期の処置に
はあまり適さない。
【０００８】
　国際公開第９９／２０１９４Ａ１号は、張力付与ケーブルによって硬直化され得る一連
のボールジョイントを有する同様の装置を開示する。１つの実施形態では、ピン保持装置
を備えるボールジョイント要素の代わりに、その後に固定器チェーンに取り付けることが
でき、ピン保持装置を有するスリーブが使用され、それにより、保持装置の位置をピンの
実際の位置に対して更に迅速に適合させることができる。
【０００９】
　国際公開第０３／０６８０８５Ａ１号は、前述した装置に類似するボールジョイント要
素を有する固定器の変形を開示しており、この固定器では、個々のボールジョイント間の
接続が急速締め付けレバーによって固定され、解放される。これにより、固定器を現場で
個々の部品から次々に構成することができる。しかしながら、この実施形態では、多数の
ロックを最初に解放しなければならないため、全体の形状を非常に迅速に適合させること
ができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、前述した欠点または他の欠点を有さない最初に説明した類の装置を利
用できるようにすることである。特に、骨折の外部固定のためのこのような装置は、骨ま
たは骨断片中に導入されるピンとその後の急速な寸法的に安定した装置の硬直化とによっ
て簡単な整復を行なうことができる。本発明に係る装置は、ストレスの多い状況下であっ
ても技術を要する操作を殆ど伴うことなく容易に取り扱われ得るべきであることが好まし
い。整復が満足できるものでない場合、本発明に係る装置は、整復の補正およびその後の
新たな硬直化を可能にするために再びロックを解除することも容易である。また、本発明
に係る装置は、整復を監視できるようにするために大部分が放射線透過性であることが好
ましい。また、本発明に係る装置を核磁気共鳴スキャナで使用できることが好ましい。
【００１１】
　本発明の更なる目的は、骨折の迅速で簡単な初期処置を可能にするが最終的な骨接合術
のために使用することもできる骨折の固定のための方法を利用可能にすることである。
【００１２】
　これらの目的および他の目的は、独立請求項の前文に係る、骨折の外部固定のための本
発明に係る装置によって、このような装置のための結合要素によって、および、骨折の固
定のための方法によって達成される。他の好ましい実施形態が従属請求項に示される。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　骨折の固定のための本発明に係る装置は、中央柔軟張力要素上に連続して配置される個
々の結合要素から形成される硬直化可能な支持体から成る。２つの隣り合う結合要素はい
ずれの場合にもボールジョイントを形成する。固定されるべき個々の骨断片に予め固定さ
れる従来のピンは結合要素によって締め付け保持され、また、このようにして骨断片が互
いに対して空間的に安定化される。ピンの確実な締め付けおよび装置の硬直化は、十分に
高い張力が張力要素に加えられることにより同時に行なわれる。したがって、ボールジョ
イントの接触面が互いに押し付けられ、それにより、装置の個々の結合要素間で安定した
摩擦接続が得られ、装置が完全に硬直化される。ピンは、２つの隣り合う結合要素間で、
または２部品結合要素を用いて同時に確実に締め付けられる。張力の解放時、装置のロッ
クが再び解除され、ピンに対する接続が解放される。
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【００１４】
　本発明に係る装置の好ましい変形において、張力要素は、ロック解除状態で特定の張力
により既に予張力が付与され、その結果、装置が所定位置に取り付けられると、装置がピ
ンを一時的に保持する。その上、固定装置は、骨折が整復されるときに術者によって依然
として容易に所望の形状に至らせることができる。解放された後、本発明に係る装置は形
状を一時的に維持する。
【００１５】
　全ての適した材料、特に金属および繊維強化プラスチックを張力要素および結合要素の
両方において使用することができる。しかしながら、張力要素においては、ワイヤ、コー
ド、ケーブル、または、特に好ましくは、数ヶ月にわたる期間であっても変形することな
く低重量で非常に高い張力を受けることができる金属、炭素繊維、または、他の適したプ
ラスチック、もしくはこれらの材料の組み合わせから成るファイバ束（以下では、単に束
とも称される）を使用することが好ましい。ボールジョイント要素においては、繊維強化
高分子材料を使用して、高度な機械的安定性と同時に低重量を確保することが好ましい。
このような材料選択は、本発明に係る装置が放射線透過性になり、核磁気共鳴スキャナで
アーチファクトを引き起こし、または核磁気共鳴スキャナの磁場内での使用を妨げる金属
部を有さないという利点も有する。
【００１６】
　骨折の固定のための本発明に係る方法では、従来のピンが患者の骨組織に固定される。
通常、大きいそれぞれの骨断片ごとに２つのピンが使用される。すなわち、全体で少なく
とも４つのピンが使用される。機械的な理由により、同じ断片上のピン間の距離は、可能
な限り大きくなるように選択される。この場合、ピンは、本発明に係る固定装置に係止さ
れる。装置の個々の要素は、ロック解除状態で互いに対して回動することができるととも
に、術者による骨の再設定時にピンの動きに追従する。中央張力要素の引張により、結合
要素は、互いに対してブロックされ、荷重下において既に調整された位置にとどまる。こ
のようにして、骨折された骨は、可能な限り当初の解剖学的な位置である調整位置に保持
固定される。同時に、ピンが確実に締め付けられて装置上の所望の位置で安定する。
【００１７】
　原則として、本発明に係る固定装置は、釘またはプレートによる骨折の最終的な処置前
の一時的な処置において設けられるが、取り扱いおよび重量に関する利点により、特に緊
急状況で用いられるようになっている。他の適用分野は、例えば、重傷を負う患者を救急
手段により可能な最短時間でいつでも搬送できるようにしなければならない地震または戦
争状態といった災害状況においてである。しかしながら、本発明に係る固定装置は骨折の
最終処理にも適している。
【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明に係る装置について説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】（ａ）は本発明に係る装置の後端の一例を側面図で示し、（ｂ）は本発明に係る
装置の後端の一例を長手方向断面図で示している。
【図２】結合要素の他の実施形態を伴う、図１に類似する本発明に係る装置の一部の長手
方向断面図を示している。
【図３】最大曲げ角における図２に類似する本発明に係る装置の一部の長手方向断面図を
示している。
【図４】（ａ）は本発明に係る装置を用いて安定化される骨折を概略的に示し、（ｂ）は
２つの支持体とこれらの支持体間に配置される中間要素とを伴う実施形態を概略的に示し
ている。
【図５】図１に類似する本発明に係る装置の個々の結合要素の想定し得る実施形態を示し
ている。
【図６】図２および図３に類似する本発明に係る装置の個々の結合要素の他の想定し得る
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実施形態を示している。
【図７】本発明に係る装置のための結合要素の２部品実施形態を示している。
【図８】２部品結合要素を伴う本発明に係る装置の他の変形を示している。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　骨折の外部固定のための本発明に係る装置１の想定し得る実施形態が図１に（ａ）側面
図で、および（ｂ）長手方向断面図で示されている。
【００２１】
　装置１の支持体１１の後端が、６つの最も後側の結合要素２を備えるとともに、装置１
を硬直化させるために必要とされる張力を生成するための張力付与装置５を端部に備えて
示されている。支持体１１の全長に沿って延びる張力要素３は、張力付与装置５から結合
要素２の長手方向通路２４を通って延び、支持体の前端（図示せず）で当接状態で終端し
ており、それにより、印加される張力を受けてこれを結合要素２に伝える。張力要素は、
少なくとも想定し得る厚さを伴って、想定し得る最も大きい引張り強さを有するファイバ
束として形成されるのが好ましい。この目的に適した束は、例えば、ワイヤ束、炭素繊維
束、または、他の適したプラスチックから形成される束である。後者は、放射線を透過し
、磁場に影響されないという更なる利点を有する。
【００２２】
　個々の結合要素２は、球状キャップ２１の形態である上側ボールジョイント面と、結合
ソケット２２の形態である下側ボールジョイント面とを有する。この場合、１つの結合要
素２の球状キャップ２１は、いずれの場合にも、隣の結合要素２の結合ソケット２２内に
あり、そのため、一連のボールジョイントがもたらされる。固定装置１の取り付け中、張
力要素３は、張力に晒されず、または、低い張力のみに晒され、それにより、２つの隣り
合う結合要素２２のボールジョイント面２１、２２間の摩擦係合は低く、個々のボールジ
ョイントを術者の要望どおり方向付けて配置することができる。張力が増大すると、ボー
ルジョイント面２１、２２間の静止摩擦が非常に高くなるため、個々の結合要素２間で強
い摩擦接続が得られ、装置１は、もはや結合要素を破壊しなければ変形できないように硬
直化される。
【００２３】
　結合要素は、金属から、または適切な高強度プラスチックから形成することができる。
結合要素は接触面２１、２２で長期間にわたり非常に高い圧縮力に晒されるため、材料が
高いクリープ抵抗を有していなければならない。例えば繊維強化プラスチックが特に適し
ている。静止摩擦によって互いに係合するようになっている表面は、摩擦係数を増大させ
るために適切に処理することができる。例えば、表面を粗面化することができ、またはコ
ーティングすることができる。また、接触面に歯を設けることもできる。
【００２４】
　球状キャップが張力付与装置の方へ向けられるようにボールジョイント要素の方向を逆
に選択することができる。２つの異なるタイプの結合要素を互いに交互につなぎ合わせ、
そのうち、第１のタイプが２つの球状キャップを有し、第２のタイプが２つの結合面を有
する形態も同様に可能である。
【００２５】
　張力付与装置５は、張力要素３に張力を付与するために使用される。張力付与装置５は
、好ましくは、硬直化中に低い力を印加するだけで比較的高い張力が得られるように、ま
た、骨折へ伝達される可能性のある任意のかなりのレバー力を印加せずに済むように、様
々な方法で構成することができる。図示の例では、適切な回転具、例えば六角キー、コー
ドレススクリュードライバ、クランクハンドル、トルクレンチによってねじ込みボルト５
１が回転し、その結果、ハウジング５３内に配置される圧縮バネ５２が、反対のネジを有
するプレート５４を介して圧縮される。回転具のせん断力を受け取るためには、特に当接
部５５が第１の結合要素２と直接に接触するように、例えば手作業で、またはトングを用
いて張力付与装置５を固定しなければならない。バネ要素５２の反作用のバネ力により、
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力がボルト５１に印加される。ボルト５１は、自由に回転するカップリングにより張力要
素３に接続され、それにより、バネ力を張力要素に伝達し、したがって結合要素に伝達す
る。しかしながら、個々の結合要素２はここでは移動せず、そのため、最終的安定化にお
けるピンの位置は変えられない。以下で更に詳しく説明されるように、バネ５２は、結合
要素に互いに抗するテンションを掛ける力を印加する。ねじ込みボルト５１の更なる締め
付け時に、バネ要素が完全に圧縮されて、ハウジング５３が当接部５５の対向する段部５
５の端面５３に当て付くようになる。このとき、バネ移動はゼロに等しく、したがって、
張力を受け取る要素３の更なる引張時に、隣り合う結合要素のそれぞれが次第に強固に互
いに押し付けられる。
【００２６】
　図示の例では、張力付与装置５が本発明に係る装置１の一体構成部品である。しかしな
がら、もう一つの方法として、装置の後端に配置され、張力を維持する役目を果たす当接
部と、張力を生成する役目を果たし、この目的のために本発明に係る装置に一時的に取り
付けられるアクチュエータ装置とを伴う２部品で張力付与装置５を形成することもできる
。張力を生成するための多くの装置が機械工学から知られている。しかしながら、取り外
し不能に取り付けられる１部品クランプ装置は、それらの体積または重量に起因して問題
を引き起こさないように、スペースをとらない軽量な構造を有していなければならない。
これは、技術的設計の可能性を制限するが、複雑な補助を伴うことなく装置を取り付ける
ことができるようにする。一方、張力付与装置５の２部品構造では、張力を生成するとき
に術者がかなりの力を及ぼす必要なく、または、術中に本発明の装置がかなりのせん断力
に晒されることなく、より高い張力を生成することができる。
【００２７】
　あるいは、例えば適切な空気圧、液圧、または、電気的なアクチュエータ装置を使用し
てバネ要素に張力を付与することができ、また、アクチュエータ装置をその後に再び移動
させることができるように、例えばロックナットを用いてバネ要素を張力要素と共にロッ
クすることができる。最も簡単なケースでは、例えば、アクチュエータ装置は、空気圧的
に、または電気的に作動されるロータリキーであってもよい。
【００２８】
　他の想定し得る実施形態では、装置の前端に配置される当接部にバネ力要素を取り付け
ることもできる。別個のバネ要素の代わりに、スチールボルトまたは張力要素自体の弾性
的な伸びをバネ力要素として使用することもできる。例えば、張力要素に接続されるねじ
込みボルトに対して所定の張力を液圧的に予め掛けることができ、その後、力が印加され
ることなくロックナットを用いてボルトが固定された後、液圧張力が再び除去される。ま
た、張力付与装置を使用することもでき、その場合、該装置が取り付けられた後、張力要
素およびバネ要素が瞬間的に張力に晒されるという効果を有するトリガが作動され、した
がって、本発明に係る装置が直ちに硬直化される。
【００２９】
　図２は、図１に類似する本発明に係る固定装置１の一部を同様に断面で示しており、こ
の場合、２つのピン４が断面で示され、これらのピンはそれぞれ２つの結合要素間で締め
付け保持される。骨組織に固定される２つのピン４は、第１の結合要素２の球状キャップ
２１と隣り合う結合要素２’の受け溝２３との間で締め付けにより固定されることによっ
て、フォームフィットおよび圧力嵌めにより装置の支持体１１に接続される。ピン４を本
発明に係る装置１に取り付けるため、ピンが受け溝２３と球状キャップ２１との間の隙間
に係止され、その場合、第２の結合要素２’が一時的に第１の結合要素２から僅かに持ち
上げられる。また、この暫定的な固定は、ピンを一時的に所定位置に保持する一種のスナ
ップ式機構によって行なうこともできる。
【００３０】
　図示しない他の実施形態によれば、２つの結合要素に対する受け溝の位置が前述した位
置とは逆になる。この場合、受け溝が第１の結合要素の球状キャップに配置され、また、
隣り合う第２の結合要素は、受け溝を伴わない結合ソケットを有する。この場合も先と同
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様に、球状キャップおよび結合ソケットは共にボールジョイントを形成し、また、張力が
中央の張力要素に対して加えられると、ピンを受け溝と結合ソケットとの間にフォームフ
ィットおよび圧力嵌めにより固定できる。
【００３１】
　本開示に基づき、当業者であれば分かるように、受け溝の形状はピンの外形に適合され
る。ピンを回転しないように所定位置に固定する更なる手段が達成されるようになってい
る場合には、協働する表面を適切に粗面化して構造化することができ、または例えば断面
を多角形にすることができる。
【００３２】
　全ての結合要素２は長手方向通路２４を有し、該長手方向通路は、装置１の支持体１１
の形状とは無関係に、装置の後端の張力付与装置から装置の前端の当接部まで延びる連続
チャンネルを形成し、このチャンネル内で張力要素３が延びる。図示の例では、長手方向
通路２４が円筒キャビティ２４４から成り、該円筒キャビティは球状キャップ２１ヘ向け
た開口２４１を有し、円筒キャビティの底部では更に小さい下側開口２４２が結合ソケッ
ト２２に通じている。原則的には、張力要素が球状キャップの半径の中心を通じて方向付
けられることが好ましい。
【００３３】
　無論、長手方向通路は円錐状であってもよいが、材料の除去を伴う製造方法では、円筒
構造が有益である。長手方向通路の構造に関しては、原則的に、ボールジョイントの球状
キャップと結合ソケットとの間の接触面がボールジョイントの全ての方向で、全ての側へ
向けて十分であるようにし、それにより、張力下でジョイントの安定した支持を確保し、
支持体の座屈を回避すべきである。
【００３４】
　図３は、装置の最大湾曲時における図２の場合と同じ装置１の支持体１１の一部を長手
方向断面で示している。原則的に、２つの結合要素２、２’の互いに対する最大回動角α
は、長手方向通路２４の上側開口２４１の縁部２４３によって決定され、この縁部２４３
には最大回動時に張力要素３が当接する。図示の例では、回動角を最大１５°にすること
ができる。しかしながら、張力要素３の当接作用は、せん断力が縁部２４３で張力要素３
に作用するという効果を有することができ、摩耗の兆候をもたらし得る。また、極めて高
い引張り強さにもかかわらず、張力要素３にとって特に有益な炭素繊維材料はこのような
せん断力に大きく影響される。したがって、ここに示される結合要素２の例示的実施形態
では、長手方向通路２４の下側開口２４２に偏向要素２５が配置され、この偏向要素２５
は、下側開口２４２の縁部から張力要素３を保護し、底部の中央の張力要素３の最小曲げ
半径を制限する。偏向要素２５は、下側開口２４２を貫通して延び、結合ソケット２２を
超えて突出するスタッド２５１を有する。したがって、スタッド２５１は、結合要素２、
２の互いに対する最大回動を制限する当接部を形成し、また、該スタッド２５１は、隣り
合う結合要素２の上側開口２４１の縁部２４３から張力要素を保護する。
【００３５】
　また、結合要素２、２’の互いに対する回転により引き起こされる損傷を与える可能性
があるせん断力からも張力要素３を保護するために、偏向要素２５は最小の想定し得る摩
擦係数を有していなければならず、それにより、張力要素３および結合要素２、２’が回
転に関して機械的にほぼ切り離される。偏向要素の材料は、張力要素が該偏向要素に食い
込まないように、また、張力要素が偏向要素に当接して張力要素にテンションがかけられ
るときに偏向要素が変形しないように選択される。結合要素２および偏向要素２５を一体
部品として形成することもでき、それにより、特に射出成形による製造時に費用効率を高
くできる。
【００３６】
　本発明に係る装置の使用が図４に非常に概略的な形態で示されている。個々の骨断片中
および該骨断片に対するピンの位置が図面に概略的にのみ示されており、また、実際の使
用時に、ピンは、１つの皮質だけを貫通するのではなく、２つの皮質を貫通して配置され
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る。骨折が整復された後、患者の個々の骨断片６２、６２’の骨組織６１中に複数のピン
４が既知の方法により固定される。一般に４～６個のピンが取り付けられる。本発明に係
る装置１と共に使用するため、ピン４は、未だ適用されている創外固定器に対して大きな
考慮が払われることなく配置することができる。プレートまたは釘による最も確実な骨接
合術が実質的に行なわれる緊急状況での開放骨折の整復では、一般に、ミリメートルに最
も近く正確に矯正が行なわれず、ここでは、時として断片の位置が最大５～１０ｍｍだけ
変えられる。付随する負傷に照らして、重要なのは、迅速な処置であり、骨折の完全な整
復ではない。破片が皮膚、神経、筋肉、または、血管を圧迫しないことが第一に重要であ
る。一方、最も確実な骨接合術による整復では、５ｍｍ未満の位置変化および５°未満の
軸線方向偏位を達成することが求められる。
【００３７】
　ピン４が取り付けられた後であって、断片の最初の仮整復後、ピン４は、本発明に係る
固定装置に簡単に係止される。隣り合う結合要素２間の約１５°の回動可能性および結合
要素の自由回転可能性により、互いに対して斜めに配置されるピン４を問題なく固定する
こともできる。ピン間の距離は、ほとんど測定することなく選択することもできる。本発
明に係る装置の柔軟に形成できる支持体１１は、これらの不規則性を容易に再現できる。
【００３８】
　本発明に係る装置の好ましいバージョンでは、１００～２００Ｎの第１の比較的低い張
力が張力要素に対して固定状態で既に加えられ、それにより、個々の結合要素２間に摩擦
係合が既に存在する。この予張力の付与は、手動位置決め中に摩擦係合を容易に克服でき
るように選択され、また、ピンを結合要素２の受け溝２３内に係止できるようにするため
に十分な遊びが存在し、また、ピンと結合要素との間の圧力嵌めおよび摩擦係合がピンの
自発的な滑りを防止する。この低い予張力付与の他の有利な効果は、整復中にチェーン状
の支持体が不安定ではなく、弛まないということである。選択された予張力付与は大きさ
が限られているため、結合要素を互いに対して依然として容易に移動させて骨折を整復す
ることができる。つまり、低い予張力付与は、骨折を整復状態に維持するのには低すぎる
予張力である。
【００３９】
　予張力付与を起こすため、例えば図１ｂに示されるように、予張力付与のための力を与
えるだけでなくピンの係止のためのバネ移動ももたらすバネ要素５２を使用することがで
きる。予張力状態において、本発明に係る装置は、骨折を正確に位置合わせすることがで
きるようにピン４が係止された後に依然として手で移動させることもできる。これをレン
トゲン透視によって監視することができる。骨断片の位置が満足できる場合には、張力付
与装置（図４に示されない）が作動し、その結果、結合要素２は、張力要素によって互い
に対して引き寄せられ、静止摩擦によってブロックされる。このとき、本発明に係る固定
装置が硬直化される。ピン４の位置は、この硬直化手順によって変化されない。骨折の整
復状態を保つために、５００～２０００Ｎの更に大きな張力が加えられなければならない
。これは手動操作により行なえるのが好ましい。このとき、装置が一時的に固定される。
その後、張力は、好ましくはアクチュエータ装置を用いて５０００～１５０００Ｎの最終
値まで増大される。
【００４０】
　図示しない他の実施形態では２段階電動トルクレンチが使用され、それにより、予張力
付与の第１の軽い段階を形成できる。更に大きな予張力付与を伴う第２の予張力付与段階
は、バネが完全に圧縮されるときにだけ形成される。固定器の最終的な固定のため、２段
階トルクレンチの第２の高い段階がＯＮに切り換えられる。この場合、工具、例えばトン
グまたはフォークレンチを使用してカウンタホールドがなされなければならない。あるい
は、この最終的な固定を手動トルクレンチを使用して行なうことができる。
【００４１】
　本発明に係る装置は、張力が数ヶ月にわたって低下しない、または極く僅かな度合いま
でしか低下しないように形成されるのが好ましい。また、本発明に係る装置には、張力お
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よび／またはモード（取り付けモード、張力付与モード、第１および第２の段階など）に
応じて例えば異なる色、数、および／または、文字を表示する光インジケータを設けるこ
ともできる。印加される実際の張力を決定して監視するために様々なタイプの圧力センサ
を使用することもできる。
【００４２】
　他のピンをその後に取り付けることが必要な場合がある。このような場合には、既に硬
直化された装置のブロックを解除して、新たなピンを支持体に係止しなければならない。
しかしながら、その後の取り付けのため、本発明に係る硬直化された装置にフォームフィ
ットおよび／または圧力嵌めにより可逆的に取り付けることができ、更なるピンのための
適した保持装置を有するアダプタ要素が使用されるのが好ましい。例えば、国際公開第２
００７／００１９４５Ａ１号は、この目的に適したクランプ装置を開示する。このような
アダプタ要素は、他の固定装置に対する機械的結合のためにも使用できる。
【００４３】
　本発明に係る装置の個々の結合要素２が、結合ソケット２２に対して斜めに向けられた
視野で図５に示されている。結合要素２は、上端の球状キャップ２１と反対側の下端の結
合ソケット２２とを伴う実質的に短い円筒状の外形を有しており、結合ソケット２２から
は偏向要素２５のスタッド２５１が突出する。円筒の外周面には４つの歯２８が形成され
ており、いずれの場合にも、ピンを受けるための溝２３が歯２８と結合ソケット２２との
間に存在する。５０００Ｎの引張応力では、このピンホルダにおいて１～５Ｎｍの締め付
けトルクを得ることができる。原則的に、最良の想定し得る締め付け効果を得るために、
受け溝２３と張力要素３との間の距離は可能な限り短くすべきである。受け溝２３の表面
は、例えば適切な輪郭によって、または摩擦を増大するコーティングによって、最も高い
想定し得る摩擦係数を得るように適切に形成することができる。
【００４４】
　図６は、図２および図３に示される本発明に係る装置の個々の結合要素２の他の想定し
得る実施形態を示している。貫通開口２４、２４１を見えるようにするため、スタッドを
有する偏向要素は省かれている。この変形例は、材料の除去を伴う製造方法にとって特に
適している。回転対称な本体が回転し、長手方向通路２４がドリル穿孔された後、４つの
受け溝２３が切削される。
【００４５】
　本発明に係る装置の結合要素の直径は一般に３０～４０ｍｍであり、この場合、機械的
安定性と占められる空間との間で妥協しなければならない。例えば、図１の本発明に係る
装置の変形では、結合要素２の直径が好ましくは４０ｍｍ、高さが２３ｍｍ、球状キャッ
プ２の球半径が２０ｍｍである。伸張状態において、これは、２つの個々の結合要素間に
２０ｍｍの距離をもたらす。受け溝２３の形状および位置は、締め付けられるようになっ
ているピンの直径に適合され、その直径は標準的な５ｍｍであるが、従来のピンは４ｍｍ
または６ｍｍの直径を有することもできる。異なるピン直径のための異なる溝を有する結
合要素も考えられる。原則的に、本発明に係る装置の結合要素はそれらの長手方向軸線を
中心に自由に回転できるため、１つの受け溝だけが必要である。
【００４６】
　本発明に係る装置の他の想定し得る実施形態では、受け溝２３内および球状キャップ２
１の溝内の両方にピンが配置されるように球状キャップ２１に溝を形成することもできる
。あるいは、溝は、球状キャップ２１の周囲で延びる環状溝として形成することもできる
。この変形は、ピンと球状キャップとの間の接触面が大きいという利点を与えるが、また
それにより、関連する２つの結合要素をそれらの長手方向軸線に沿って面一にして正しい
回転角度に方向付けなければならず、したがって、このポイントでの支持体の柔軟性が低
下する。
【００４７】
　結合要素は、一体部品として形成する代わりに、２部品で形成することもできる。した
がって、図７は、例えば、球状キャップ２１を有する上側部品２ａと、ヒンジ２７を介し
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て上側部品２ａに回動可能に接続され、結合ソケット２２を有する下側部品２ｂとを伴う
結合要素２の２部品実施形態を、（ａ）ヒンジ軸線の方に向く側面図で、（ｂ）長手方向
軸線に沿って見る平面図で、（ｃ）ヒンジ軸線に対して垂直な側面図で、および、（ｄ）
本発明に係る装置１に対応する支持体１１の一部で示している。２つの部品２ａ、２ｂの
互いに対向する内側には２つの平行な受け溝２３、２３ａが存在し、これらの受け溝間で
ピンを強固に締め付けることができる。張力要素３の張力はヒンジ２７の軸線に対して略
垂直に及ぶため、ジョイント２７を比較的軽くすることができる。該実施形態は、特に頑
丈であり、張力要素３の近傍に受け溝２３、２３ａを配置できるようにし、その結果、締
め付けトルクが更に高くなる。
【００４８】
　前述した結合要素の１部品実施形態の場合と同様に、ピンを固定するための締め付け力
は、２部品変形例における中央張力要素３によっても生み出される。図７の例は、２つの
部品２ａ、２ｂに対して僅かなバネ力を更に印加する、例えば引張バネの形態の更なるバ
ネ要素２７１も有し、それにより、本発明に係る装置１が取り付けられるときにピンを一
時的に固定することができる。これらの一体型のバネ要素２７１を省くこともでき、その
場合には、一時的な固定のためのバネ力が１部品実施形態と同様にもたらされる。２部品
２ａ、２ｂを成す結合要素２を伴い、バネ要素を伴わない本発明に係る装置１の他の変形
例が図８に示されている。
【００４９】
　他の好ましい実施形態において、本発明に係る装置１は、該装置を他の固定装置または
更なる装置に結合するための結合手段を有する。例えば、本発明に係る装置の前端にネジ
カップリングを取り付けることができ、該ネジカップリングによって本発明に係る装置を
本発明に係る他の装置の前端またはカップリング要素に接続することができる。また、例
えば、接続されるようになっている２つの装置に係止されることでこれらの装置を接続で
きる幾つかの適切に配置されるピンを有するプレートの形態であるカップリング要素も考
えられる。このようにして、例えば長い距離を跨ぐために中間セグメントを導入すること
もできる。例えば腰から足首までの長い創外固定器は、本発明に係る２つ以上の個々の装
置から成ることが好ましい。これは、必要な張力が固定装置の長さに比例して増大するか
らである。必要に応じて、他の構成要素、例えば、離開、軸線の補正、または、延長を可
能にしてそれにより骨折の治療に影響を与えることができる構成要素を本発明に係る固定
装置に組み込むことができる。一例は離開要素および衝撃吸収バネ要素である。また、個
々の結合要素または全ての結合要素をそれらを引き延ばすことができるように形成するこ
とができる。
【００５０】
　本発明に係る装置は、適切なカップリング要素を介して本発明に係る２つ以上の更なる
装置に対して星形状に接続することもできる。このようにすると、例えば、ピンに固定さ
れ、本発明に係る装置として同様に形成され、リング固定器に接続される２～４個のアー
ムをカップリング要素にまとめる本発明に係る装置を備えるハイブリッド固定器を形成す
ることができる。
【００５１】
　本発明に係る方法では、骨折の２つの側の一群のピンをいずれも場合にも本発明に係る
装置または支持体１１と接続することもできる。このとき、それらの間に中間要素７が取
り付けられ、また、例えば、該中間要素は、例えば病棟での、または診察時の事後補正中
に、その後の離開または軸線の補正を可能にする。中間要素を伴うこのような実施形態が
図４（ｂ）に概略的に示されている。中間要素７は、４つのピン７１により、装置１の２
つの支持体１１に接続される。構造全体の硬度の調整を可能にするダンパ要素をこのよう
な中間要素７に組み込むこともできる。骨折のこのような弾性固定は、例えば特定のケー
スでより良い治療を達成するために望ましい場合がある。
【００５２】
　図示しない本発明の他の実施形態によれば、所望の長さを有する支持体を与えるために
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とされる支持体の最終的な長さを得るために、他方では必要なタイプの固定器を利用可能
にするために、互いに係止される。したがって、単一コイルという意味の固定器（夜間で
の多発外傷患者に関して）、または、両端にコイル要素を有し、中央にダンパ要素または
補正要素を有する固定器（骨折の最終的な処置に関して）を組み立てることができる。要
素はカップリングにより接続され、これらのカップリングは、一方では要素の接続を可能
にし、他方では主要張力の（要素１の引張要素から要素２の引張要素および要素３の引張
要素への）伝達を可能にする。すなわち、幾つかの要素が結合されるにもかかわらず、１
つの張力付与装置だけが依然として一方側に必要とされる。
【００５３】
　他の有利な実施形態によれば、張力付与装置を本発明に係る装置の両側に配置すること
もできる。
【符号の説明】
【００５４】
１　創外固定器
１１　支持体
２、２’　結合要素
２ａ、２ｂ　結合要素の一部
２１　球状キャップ
２２、２２’　結合ソケット
２３、２３’　ピンを受けるための溝
２４　長手方向通路
２４１　上側開口
２４２　下側開口
２４３　縁部
２４４　キャビティ
２５　偏向要素
２５１　スタッド
２７　ヒンジ
２７１　バネ要素
２８　歯
３　中央張力要素
４　ピン
４１　基端
４２　先端
５　クランプ装置
５１　ボルト
５２　バネ要素
５３　ハウジング
５４　プレート
５５　当接部
６１　骨組織
６２、６２’　骨断片
６３　軟組織部分
６４　皮膚
７　中間要素
７１　ピン
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